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令和６年度 奈良県最低賃金の改正決定について 

― 令和６年１０月１日から時間額９８６円 ― 

  

  奈良労働局は、奈良県最低賃金を令和６年８月３０日付けで正式に改正決定し、同日

官報公示を行いました。 

  これにより、奈良県最低賃金は、官報公示の３０日以上経過した指定日である令和６

年１０月１日から時間額９８６円となります。 

奈良県最低賃金は、奈良県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され

ます。 

 

（参  考） 
奈良県最低賃金の推移 

 

年 度 最低賃金額（時間額） 引上げ額 引上げ率 

平成 29年度 ７８６円 ２４円 ３.１５％ 

平成 30年度 ８１１円 ２５円 ３.１８％ 

令和元年度 ８３７円 ２６円 ３.２１％ 

令和２年度 ８３８円   １円 ０.１２％ 

令和３年度 ８６６円 ２８円 ３．３４％ 

令和４年度 ８９６円 ３０円 ３．４６％ 

令和５年度 ９３６円 ４０円 ４．４６％ 

令和６年度 ９８６円 ５０円 ５．３４％ 
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